
奈
良
県
が
ん
対
策
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
七
十
二
号

奈
良
県
が
ん
対
策
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
が
ん
対
策
推
進
条
例
（
平
成
二
十
一
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
、
「
維
持
向
上
」
を
「
質
の
維
持
向
上
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

が
ん
患
者
及
び
そ
の
家
族
の
就
労
に
関
す
る
啓
発
そ
の
他
必
要
な
施
策

第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
多
数
の
者
が
利
用
す

る
施
設
に
お
け
る
受
動
喫
煙
（
室
内
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
環
境
に
お
い
て
、
他
人
の
た
ば
こ
の
煙

を
吸
わ
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
防
止
す
る
た
め
の
施
策

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
が
ん
教
育
の
推
進
）

県
は
、
児
童
及
び
生
徒
が
が
ん
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
持
つ
と
と
も
に
、
が
ん
の
予
防
及

第
七
条

び
早
期
発
見
の
重
要
性
等
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
よ
う
、
学
校
関
係
者
及
び
保
健
医
療
関
係
者
と

連
携
を
図
り
つ
つ
、
が
ん
に
関
す
る
学
習
活
動
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
事
業
者
の
責
務
）

事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条

一

従
業
員
が
が
ん
を
予
防
し
、
か
つ
、
無
理
な
く
が
ん
検
診
を
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境

二

従
業
員
が
が
ん
患
者
と
な
っ
た
場
合
に
、
当
該
従
業
員
が
勤
務
を
継
続
し
な
が
ら
、
治
療
し
、

又
は
療
養
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境

三

従
業
員
の
家
族
が
が
ん
患
者
と
な
っ
た
場
合
に
、
当
該
従
業
員
が
勤
務
を
継
続
し
な
が
ら
、
当



該
家
族
を
看
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境

２

事
業
者
は
、
県
が
講
ず
る
が
ん
対
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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